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〔別紙様式１〕 

山村振興基本方針書 

 

都道府県名 福島県 

作 成 年 度 令和８年度 

Ⅰ 地域の概況 

 

（１）県域における振興山村の状況 

・ 本県において、山村振興法に基づき指定された振興山村を含む市町村は、５９ 

市町村のうち約６割の３７市町村（９４地域）となっている。 

 

本県の振興山村の指定状況 

現市町村名 指定地域名（S25 年当時の旧市町村名） 

福島市 大笹生村、土湯村、中野村、茂庭村、庭坂村、水原村 

会津若松市 東山村、大戸村、玉路村、湊村 

郡山市 三代村、福良村、赤津村 

いわき市 入遠野村、田人村、沢渡村、三阪村、川前村 

白河市 
古関村 

大屋村 

喜多方市 

岩月村 

熱塩村、加納村、朝倉村 

木幡村、一ノ木村、早稲谷村、朝倉村 

相馬市 山上村、玉野村 

田村市 都路村 

南相馬市 
石神村 

上真野村 

川俣町 飯坂村、小綱木村、大綱木村、山木屋村 

大玉村 玉井村 

天栄村 大里村、牧本村、湯本村 

下郷町 全域 

檜枝岐村 全域 

只見町 全域 

南会津町 全域 

北塩原村 全域 

西会津町 野沢町、下谷村、睦合村、宝坂村、奥川村 

猪苗代町 吾妻村 

柳津町 全域 



 

2 

三島町 宮下村 

金山町 全域 

昭和村 全域 

会津美里町 尾岐村、東尾岐村 

西郷村 全域 

棚倉町 高野村、山岡村、近津村 

矢祭町 豊里村、高城村 

塙町 笹原村、高城村 

鮫川村 全域 

小野町 夏井村 

広野町 全域 

楢葉町 木戸村 

川内村 全域 

大熊町 大野村 

浪江町 大堀村、津島村 

葛尾村 全域 

飯舘村 全域 

 

 

全県における振興山村の状況 

区   分 全 県（A） 振興山村（B） 

（参考） 

全域該当

町村 

比率

（B/A） 

市町村数 59 37 14 63％ 

面 積 
13,784.41k ㎡ -※ 

4148.75 

k㎡ 
-％ 

人 口 1,833,152人 152,755 人 66,059 8.3％ 

 若年者比率 (15～ 29

歳) 
12.5％ 10.0％ 10.0% － 

 高齢者比率 (65 歳以

上) 
31.2％ 38.7％ 37.2% － 

市町村数は、令和８年４月１日現在。面積は、令和７年度全国都道府県市区町村別面積調（国土交通省国

土地理院）（令和７年７月１日現在）。人口は、令和２年国勢調査。 

※調査方法が変更となったため算出不能 

 

（２）自然環境に係る状況 

  ア 地理、地勢 

    本県は、東北地方の最南部に位置し、北は宮城、山形県、南は茨城、栃木、群馬

県、西は新潟県に接し、東は太平洋に面して海岸線が広がり、東京から概ね 200 km
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圏内に位置している。 

県土の面積は 、 北海道、岩手県に次いで全国第 3 位の広さ 13,784.41km2 を有

し、森林面積が約 7 割を占め、南北に走る阿武隈高地と奥羽山脈により会津、中通

り、浜通りの 3 つの地方からなっている。 

また、中通りを南から北へ流れる阿武隈川、会津地方を西流する阿賀川などの河

川や、県土のほぼ中央に位置する全国第 4 位の広さの猪苗代湖、磐梯山周辺の多く

の湖沼群など豊かな自然環境を有している。 

なお、本県の振興山村は、阿武隈高地と奥羽山脈の二つの山系と、会津盆地の平

野部を除く会津地方に集中しており、その地域数は 94 地域（旧町村区域）となって

いる 。 

振興山村を含む市町村数は 37 市町村となっており、方部別では、会津地方が 17 

市町村のうち 14 市町村、中通り地方は 29 市町村のうち 13 市町村、浜通り地方は

13 市町村のうち 10 市町村となっている 。 

  イ 気候 

   ・本県は、 南から北へ連なる奥羽山脈と阿武隈高地によって、会津地方、中通り地

方、浜通り地方の 3 つの 地方に 分けられ、地方ごとに気候は大きく異なる。 

・会津地方は、日本海側の気候で、夏は山間部では涼しくなりますが盆地では蒸し 

暑くなり、冬は積雪量が多く気温もかなり低くなる。 

・中通り地方は、日本海側と太平洋側の気候の中間の気候で、夏は山間部ではそれ

ほど暑くならないが 盆地ではかなり蒸し暑くなり、冬は冷たい風が吹き雪も降

る。 

・浜通り地方は、太平洋側の気候で、梅雨の時期と秋に雨が多く、夏は海からの涼

しい風が吹きそれほど気温が上がらず、冬は県内で一番暖かく山沿いを除き雪は

ほとんど降らない。 
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（図表：降水量及び平均気温の平年値（1991 年～2020 年）） 

 

（３）社会及び経済に係る状況 

ア 人口の動向 

・振興山村の人口（令和２年）は、約 15 万人と全県の 8.3%を占めており、平成２

７年も 8.3%であった。福島県の平成 12 年から令和 2 年の人口減少率は 13.8%

で、全国ワースト６位であり、振興山村に限らず県全体の人口減少が大きな課題

となっている。 

・年齢構成でみると、14 歳以下の低年齢層の割合は、出生率の低下や、進学を機に

振興山村を離れるなど若年層をはじめとした流出により減少しており、令和２年

では 9.5%となっている。他方、65 歳以上の高齢者数の割合は年々増加し、令和

２年には 38.7%となっており、県全体を上回る勢いで高齢化が進行している。 
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・一方で、I ターンや U ターン等による移住や二地域居住が見られる地域もあり、

今後の動向が注目される。 

  

 

年齢階層別人口の動向 

（単位：人、％） 

年度 
振興山村 

総数 0～14 歳 15～29 歳 30～44 歳 45～64 歳 65 歳以上 

H12 
216,684 

(100%) 

32,448 

(15.0%) 

32,387 

(14.9%) 

35,925 

(16.6%) 

59,251 

(27.3%) 

56,673 

(26.2%) 

H22 
192,975 

(100%) 

23,239 

(12.0%) 

23,855 

(12.4%) 

28,416 

(14.7%) 

57,266 

(29.7%) 

59,880 

(31.0%) 

H27 
159,360  

(100%) 

16,380 

(10.3%) 

17,052 

(10.7%) 

23,605 

(14.8%) 

38,180 

(24.0%) 

54,898 

(34.4%) 

R2 
152,755 

(100%) 

14,504  

(9.5%) 

15,268  

(10.0%) 

21,765  

(14.2%) 

40,299 

(26.4%) 

59,067 

(38.7%) 

                   

年度 
県全体 

総数 0～14 歳 15～29 歳 30～44 歳 45～64 歳 65 歳以上 

H12 
2,126,935 

(100%) 

341,038 

(16.0%) 

385,978 

(18.1%) 

393,674 

(18.5%) 

573,848 

(27.0%) 

431,797 

(20.3%) 

H22 
2,029,604 

(100%) 

276,069 

(13.6%) 

294,567 

(14.5%) 

368,417 

(18.2%) 

573,474 

(28.3%) 

504,451 

(24.9%) 

H27 
1,914,039 

(100%) 

228,887 

(12.0%) 

253,962 

(13.3%) 

339,276 

(17.7%) 

430,372 

(22.5%) 

542,384 

(28.3%) 

R2 
1,833,152 

(100%) 

206,152 

(11.2%) 

228,618 

(12.5%) 

302,010 

(16.5%) 

489,613 

(26.7%) 

572,825 

(31.2%) 

出典：令和２年国勢調査 

 

イ 財政の状況 

・振興山村市町村の財政構造は、財政力指数が他の市町村に比べて低位にある。また、

地方税等による自主財源が乏しいため、地方交付税等に依存する脆弱な財政基盤とな

っている。 

財政力指数 

振興山村 0.36 

県内全市町村 0.45 

出典：県市町村財政課「令和７年度市町村別財政力指数及び標準財政規模」

から単純平均を算出。 

振興山村の値は、全域指定の町村のみ。 
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ウ 交通の状況 

・振興山村においても市町村道の改良は進んできているが、経済立地条件が不利である

中で、利用者の減少・乗務員の不足等により路線バスの減便や廃止が進んでいる地域

も見られる。 

エ 情報通信の状況 

・振興山村の中には、携帯電話・ブロードバンド（インターネット）を利用できない地

域が依然として存在し、都市部との間には情報通信環境に格差がある。 

オ 土地利用の状況 

・県内の振興山村の面積に占める林野面積の割合は約 83%であり、近年大きな変動は

見られない。 

・耕地においては、令和元年から令和５年調査まで遊休農地面積が全国１位となってお

り、高止まりしている。 

 

土地利用の状況 

（単位：ha、％） 

年度 

振興山村 

総土地 耕地面積 林野面積  

面積  田 畑 樹園地   森林 

H17 
782,940 

 

25,645 

(3.3%) 

18,687 

(72.9%) 

6,256 

(24.4%) 

696 

(2.7%) 
 

648,832 

(82.9%) 

 

- 

H22 
778,827 

 

25,562 

(3.3%) 

18,289 

(71.5%) 

6,631 

(25.9%) 

637 

(2.5%) 
 

648,353 

(83.2%) 

 

- 

H27 
782,015 

 

17,261 

(2.2%) 

13,685 

(79.2%) 

3,097 

(17.9%) 

470 

(2.7%) 
 

651,692 

(83.3%) 

 

- 

R2※ 
414,875 

 

5,997 

(1.4%) 

4,433 

(74.0%) 

1,540 

(25.7%) 

390 

(6.5%) 
 

343,777 

(82.9%) 

342,042  

(99.5%) 

   ※令和２年度の調査方法変更に伴い、全域該当市町村のみで算出。 

 

年度 

県全体 

総土地 耕地面積 林野面積  

面積  田 畑 樹園地   森林 

H17 
1,378,275 

 

123,121 

(8.9%) 

92,091 

(74.8%) 

24,810 

(20.2%) 

6,220 

(5.0%) 
 

943,104 

(68.4%) 

 

(%) 

H22 
1,378,275 

 

121,488 

(8.8%) 

90,572 

(74.6%) 

25,057 

(20.6%) 

5,859 

(4.8%) 
 

942,516 

(68.4%) 

936,128 

(99.3%) 

H27 
1,378,375 

 

94,364 

(6.8%) 

73,351 

(77.7%) 

16,083 

(17.0%) 

4,929 

(5.2%) 
 

943,762 

(68.4%) 

 

(%) 

R2 1,378,390 95,246 75,050 15,920 4,277  942,413 937,613 
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 (6.9%) (78.8%) (16.7%) (4.5%) (68.4%) (99.5%) 

出典： 農林業センサス 

   百分率について、耕地面積計及び林野面積は総土地面積に対して、田・畑・樹園

地は耕地面積に対して、森林面積は林野面積に対して算出。 

 

カ 産業構造の動向 

・本県全域において第一次産業の生産額の構成比率は、昭和 30 年以降一貫して減少傾

向にあるが、振興山村においては第一次産業が依然として重要な産業となっている。 

・県内振興山村における農業については、高齢化や兼業農家の離農率が高いことから、

県平均を上回るペースで専業農家率が高まっている。主な農産物は米で、地域特性を

生かした野菜や果樹、園芸作物、畜産業等も行われている。 

・林業においては、円安等の影響により、輸入材が減少し素材供給量のうち国産材の占

める割合が増加傾向にあることから、素材生産業者において高性能機械の導入が進み、

若手オペレーターの雇用が確保されたことにより若返りが進んだ林業事業体も見ら

れる。 

・工業では、労働集約型の縫製繊維工業や、弱電を中心とする機械･電気製造業の占める

割合が、過去に一時的に増加したことがあったが近年は減少傾向にある一方で、農産

物の加工等の食品製造業は増加傾向にある。 

・令和６年度の観光客入込数は、平成 22 年度を上回る 57,573 千人となり、東日本大震

災やコロナ禍により減少したものの、回復傾向にある。 

・振興山村は、自然環境など観光資源に恵まれており、観光客は、コロナ禍で一時期減

少したものの、近年は回復傾向にある。しかしながら、高速道路の延伸を受け、コロ

ナ禍以前よりも振興山村内に宿泊する観光客が減少し、通過型の観光客の割合が増え

る傾向にある。 

・なお、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故により、多くの自然や地

域資源、産業等が被害を受けており、今後の再生と新たな活力の源となる産業の振興

が課題となっている。 

 

産業別生産額の動向 

   （単位：百万円、％） 

年度 
振興山村（全域指定町村のみ） 県全体 

全体 第一次産業 第二次産業 第三次産業 全体 第一次産業 第二次産業 第三次産業 

H17 
377,510 

(100%) 

10,812 

(2.9%) 

110,557 

(29.3%) 

254,632 

(67.5%) 

7,812,406 

(100%) 

138,025 

(1.8%) 

2,520,286 

(32.3%) 

5,122,861 

(65.6%) 

H20 
367,328 

(100%) 

11,756 

(3.2%) 

98,636 

(26.9%) 

255,229 

(69.5%) 

7,440,712 

(100%) 

144,721 

(1.9%) 

2,147,872 

(28.9%) 

5,113,545 

(68.7%) 

H25 
421,901 

(100%) 

8,994 

(2.1%) 

126,125 

(29.9%) 

283,603 

(67.2%) 

7,174,617 

(100%) 

123,741 

(1.7%) 

2,374,307 

(33.1%) 

4,622,515 

(64.4%) 

R4 334,483 9,088 159,070 163,674 7,864,963 108,050 2,715,574 4,978,910 
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(100%) (2.7%) (47.6%) (48.9%) (100%) (1.4%) (34.5%) (63.3%) 

※全体には第一～三次産業に分類されないものも含まれているため各産業の合計とは

一致しない 

出典： 福島県統計課「福島県市町村民経済計算の概要」 

 

キ 近年の主な自然災害の発生状況 

・令和元年度東日本台風により、県内各地で 200mm/日を超える降水量を観測し、福島

の観測地点では 10 月 12 日に観測史上最大の 233.5mm/日に達した。県内各地で山林

の崩落、堤防決壊や道路封鎖が発生し、救助や救援物資の搬送が課題となり、最終的

に 55 市町村が災害救助法の適用となった。 

ク  医療の状況 

・高齢化に伴い、医療ニーズが一層高まっているが、診療所が設置されていない無医地

区や準無医地区があるほか、無医地区ではないながら充分な診療科が設置されず、定

期診療の医師の人繰りが付かないなど、医療の提供に支障が生じている地区も見られ

る。 

ケ 社会福祉の状況 

・高齢化に伴い、介護給付等対象サービスや老人福祉法に基づく福祉サービスの利用ニ

ーズは増えているものの、各サービスの提供が十分ではない地域が見られる。 

コ 教育の状況 

・山村においては、他地域に比べ複式学級数の割合が増加傾向にあるとと        

もに、小中学校の統廃合や義務教育学校の設置も進む傾向がある。 

・人口減少に伴う高等学校の統合が進められ、ウに記す交通機関の減少等も相まって進

学に伴い振興山村外へ転出する若者が増える傾向にある。 

サ 社会・生活環境の状況 

・振興山村においては、水道普及率、水洗化率共に、大幅な改善が図られたが、依然と

して一部地域において、下水道が未整備の地域が見られる。 

・人口流出に伴う空家の増加やその管理が課題となっているが、一部地域においては、

移住希望者向けのマッチングサービスや地域拠点としてのリフォームにより、空家の

利活用を進めている。 

シ 移住・交流の状況 

・振興山村によっては、新規就農や林業への就業等を契機に他地域から移住する住民が

見られるが、人口の減少が大きく、さらなる移住の推進が図られている。また、移住

にまで至らなくとも関係人口の増加を目指し、各地域において域外からの観光客やリ

ピーターを呼び込む取組も同時並行的に進められている状況にある。 

ス 就業者の動向 

・令和４年の県内一人あたりの市町村民所得は 2,899 千円であるが、全部山村市町村で

は 2,784 千円と低位に留まっている（令和４年度福島県市町村民経済計算から算出）。 

・本県及び県内振興山村の双方において第一次産業の就業者数が大幅に減少しているも

のの、振興山村においては 11.8%が第一次産業に従事しており、県平均の約２倍の割

合である。また、いずれも第三次産業の就業者数の占める率は増加傾向にある。 
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産業別就業者数の動向 

（単位：千人、％） 

年度 

振興山村 県全体 

全体 第一次産

業 

第二次産

業 

第三次産

業 

全体 第一次産

業 

第二次産業 第三次産業 

S50 
127,125 

(100%) 

59,902 

(47.1%) 

31,999 

(25.2%) 

35,224 

(27.7%) 

982,838 

(100%) 

277,477 

(28.2%) 

288,168 

(29.3%) 

417,193 

(42.4%) 

H2 
120,929 

(100%) 

29,640 

(24.5%) 

47,399 

(39.2%) 

43,887 

(36.3%) 

1,067,909 

(100%) 

151,443 

(14.2%) 

392,124 

(36.7%) 

523,179 

(49.0%) 

H12 
114,910 

(100%) 

22,061 

(19.2%) 

45,479 

(39.6%) 

47,331 

(41.2%) 

1,060,924 

(100%) 

102,115 

(9.6%) 

368,425 

(34.7%) 

585,926 

(55.2%) 

H22 
92,801 

(100%) 

13,916 

(15.0%) 

29,754 

(32.1%) 

46,996 

(50.6%) 

934,331 

(100%) 

71,428 

(7.6%) 

272,417 

(29.2%) 

560,520 

(60.0%) 

R2 
75,547 

(100%) 

8,904 

(11.8%) 

24,019 

(31.8%) 

40,737 

(53.9%) 

872,045 

(100%) 

53,665 

(6.2%) 

250,803 

(28.8%) 

540,975 

(62.0%) 

出典：令和２年国勢調査 

 

セ 自然環境や景観の保全状況 

・振興山村における豊かな自然は、各地域における多面的機能の発揮に資するほか、美

しい景観は、日々の暮らしに潤いを与えるとともに他地域からの移住や交流を促す山

村の価値や魅力の一つとして重要であり、各振興山村においても固有の自然環境や景

観を維持管理する取組が行われている。一方で、無秩序な開発や、来訪者のマナー違

反等による自然環境への悪影響が報告されるケースがある。 
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Ⅱ Ⅰを踏まえた振興山村の課題とこれまでの山村振興対策の実施状況 

 

１．山村振興の課題 

（１）総論 

本県の振興山村においては、県内他地域に比べ人口減少率が著しく高く、特に若年層

を中心とする人口の流失と出生率の低下による少子化・高齢化が進行し、農林水産業を

はじめとした各種産業、文化、教育、福祉サービス等の多岐にわたる担い手不足が課題

である。 

山村における集落活動の存続により山村での暮らしやすさを維持していくためには、

人口流出の抑制、出生率の向上とともに、他地域からの移住者や関係人口の増加により

担い手や人材を確保する必要がある。 

また、農業や林業等における生産活動が十分に行われないこと等による、国土・自然

環境の保全等山村が担う重要な機能の十分な発揮が危ぶまれる状況となっている。 

 

（２）各論 

ア  交通について 

公共交通機関の路線の見直し、減便・廃止や労働力不足等により、山村地域における日

常的な移動のための交通手段の確保が困難となっている地域が増えている。このため、

高齢者等の通院や、学生の域外への通学が難しい等により、域外への移住を促す要因の

一つになっている状況である。 

また、商店の閉店等により、身近において買物が出来ないといった地域も増えつつあ

る中で、通信販売などは重要な買い物のための手段であるが、運送業界における人手不

足により、山村地域への適時の物流が危ぶまれる状況であり、山村地域の生活の利便性

を確保する上で、物流を含め交通サービスが円滑に行われる必要がある。 

イ 情報通信について 

山村地域は特に顕著な人口減少下にあるため、人手不足を補う観点において特にデジ

タル化やデジタル・トランスフォーメーションの進展が求められるが、携帯電話基地局

や光ファイバー等の通信施設が十分ではないことから、これら情報通信基盤の整備を促

進する必要がある。具体的には、スマート農業の推進、地域公共交通の活性化、物流の確

保、医療や教育の充実等、山村の振興において不可欠な各分野においてデジタル化が進

むことが期待される。 

また、デジタル化の推進にあたっては、デジタル技術を活用できる人材の育成・確保を

進めることが併せて課題である。 

ウ 産業基盤整備について 

農地については、耕作されない農地を農地中間管理事業の活用により担い手に集積し、

有効活用されているケースもあるが、遊休農地となっているものや荒廃化が進んでいる
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ものが少なくない。農業経営基盤強化促進法に係る地域計画に基づく担い手への集積・

集約化と併せて遊休農地の活用を進めるとともに、各地域の実状に合わせて評価・改善

していく必要がある。地域の農業が将来に向けて、生産力の高い状態を維持できるよう、

小規模な基盤整備や農地へのアクセスの向上のための農道等の整備等を推進する必要が

ある。併せて、農地・農業用水利施設の有する雨水貯留機能や洪水調節機能を適切に発揮

するため、農業用ため池や排水施設の整備を行う必要がある。 

林地については、所有者の特定が難しい森林について、森林経営管理法に基づく特別

措置の活用等により、森林の集積・集約化を進めることが重要であるが地域ごとに取組

状況には差が見られることから、振興山村を含め各市町村における取組の進展を促す必

要がある。 

また、非住宅建築物や中高層建築物などを含めた建築物全体における県産材の利用を

推進する流れを受けて、木材の生産性向上等により山村における森林資源の利活用促進

を図るとともに、伐採後の植栽等の手入れを適切に行う上でも、路網の整備を進める必

要がある。 

エ 産業振興について 

農業においては、農業者の高齢化や労働力不足が顕著な中で、生産条件が不利なこと

に加え後継者がいないことにより離農が進んでいる状況であり、主産業としての農業の

維持・継続を図るためにも、農地の集積と分配、スマート農業等の導入による負担軽減等

を促進する等により成長産業化を進める取組や投資が必要となっている。また、近年、園

芸作物や果樹を中心として新規就農者が徐々に増えつつあるが、その定着を支援すると

ともに、継続的な新規就農者の確保・育成を促進する必要がある。 

林業においては、森林経営管理法に基づき、各市町村において所有者の特定が困難な

森林や経営意欲の無い森林所有者の森林の集・集約化を進め、森林環境譲与税等を活用

して間伐等の森林整備を進めることが重要であるが、同制度の運用や森林環境譲与税を

活用した取組に係る市町村の事務負担の軽減が課題である。また、木材生産が進む中で、

伐採跡地の植栽を適切に行う必要があり、併せて間伐とともに植栽や造林等の森林整備

を受託している森林組合等における担い手の確保が課題である。 

第一次産業以外の産業においても、地域住民の生活に必要なサービス業の衰退などが

課題となっており、第一次産業と同様に担い手の確保や革新技術によって、産業の維持

と活性化を図ることが課題である。農林漁業以外の生産業や観光業等のサービス業等に

おいては、既従事者の安定的な生活の確保の観点から、また、他地域からの移住や定住を

促す就業先の確保の観点からも、維持・発展することが求められる。また、起業等による

新たな雇用先の創出を図ることも重要である。高速道路の延伸を受けて宿泊客の減少が

見られる観光を主産業とする地域等においては、従来から当地が有する価値や魅力とと

もに当地に滞在する良さについて効果的な発信を図るとともに、新たな観光資源発掘や

創出を図る必要がある。 
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再生可能エネルギーの生産と供給についても、地域産業の振興を図る上で有望であり、

この活用が図られることが期待されるが、本県の豊かな自然環境や景観に十分配慮して

事業が行われる必要がある。 

昨今、クマ等の野生鳥獣による被害が深刻化していることから、地域ぐるみの被害防

止の取組に加え、必要に応じて有害捕獲等を実施する必要がある。全国的には捕獲個体

のジビエ利用が推進されているが、本県においては、原子力災害に伴う出荷制限が継続

されているため、放射性物質モニタリングの継続と利活用方法の十分な検討が必要であ

る。 

オ 防災について 

地理的条件や近年の気候変動による豪雨や豪雪といった気象災害が増加傾向であるこ

とや、令和元年東日本台風の災害により、広域的に物流が途絶えることとなった教訓を

踏まえ、なお一層の防災対策の推進が不可欠である。山地崩壊防止の観点から、森林整備

や国土保全施設の整備に取り組むほか、災害が発生した場合の復旧体制、避難住民への

対応や二次災害の防止への対策が重要である。 

山村地域での災害復旧は、困難度が高く、一般地域に比べ時間がかかることから、国

土保全施設の整備に加え、社会的なインフラ、建築物、一般住宅等について、災害から

の早期復旧・復興や災害予防等の国土強靱化に資する取組の充実が求められる。 

カ 医療について 

従来から無医地区における診療所の設置等が課題となってきたが、山村地域において

は、診療所があっても、多様な診療科の医師を配置することが難しくなってきている実

態への対応が必要である。 

また、こういった状況と相まって、緊急時には近隣の高度医療の提供が可能な病院等

への救急搬送の重要性も高まっており、連携体制の強化とともに医療機関への短時間で

のアクセスが可能となるような環境整備も必要である。 

 

キ 社会福祉について 

高齢化に伴い、介護給付等対象サービスや老人福祉法に基づく福祉サービスの利用ニ

ーズは増えているものの、特別養護老人ホーム等の施設の不足や、その従事者の人材不

足により、各サービスの提供体制が十分でないことにより、生活支援を要するにもかか

わらず一人暮らし世帯の多い地域がある。 

人手不足により、障害福祉事業所の維持や、要介護者に対する訪問サービスの提供や

運営が困難となっている地域がある。 

ク 文化や教育について 

山村は、各地において固有の文化を有しており、遺跡、建造物や工芸品といった目に見

えるものはもちろん、祭り、慣習や食文化などの伝統文化は、その地域独自の価値や魅力

を高めるものであり、他地域からの移住や交流の動機付けや理由になり得るものとして
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も重要である。一方で、地域の文化財や伝統文化を維持・継承していくためには、その担

い手の確保・育成が課題である。 

少子化や人口の流出に伴い、こどもの数が減少し学級数の減少や複式学級が増える状

況であり、他地域と同水準の教育を受けられるような体制や、デジタル技術を活用した

オンライン授業の活用等、地理的条件不利性を補うツールの環境整備が課題である。ま

た併せて、空き校舎等の利活用が課題となっている地域が多い。 

高校あるいは中学校への進学に伴い、居住する山村外の学校への通学が必要となる場

合には、交通の利便性が悪く時間を要する、交通手段の確保が難しいといった事情があ

り、山村地域の住民の流出を抑制するスクールバスの導入等のような対策が必要である。 

ケ 社会・生活環境について 

振興山村においては、他地域と格差なく住民が安心して暮らすことが出来る環境を維

持することが、人口流出の抑制や、振興山村への移住者の定着を促す上で重要なことか

ら、感染症が発生した場合でも生活の安定や福祉の向上が保たれることや、昨今、農産物

被害ばかりでなく住民への危害が問題となっている鳥獣被害防止等が課題である。 

また、住宅、集落道、水の確保や廃棄物の処理等、生活に欠かせない施設の充実や、買

物をしやすい環境や高齢者の見守りなどを行う地域の共同活動の維持・創出が課題であ

る。 

コ 移住・交流について 

山村における新たな担い手を確保し、地域経済の活性化や、賑わいの維持・回復等を図

るためには、U ターンや I ターンをはじめとした移住を促すとともに、関係人口を増や

すことによる効果が期待されることから、移住や二地域居住等の促進が重要である。こ

のため、山村地域に関心を持ってもらうための情報発信等の普及、移住者等を受け入れ

られる生活環境の充実、二地域居住を促す体験機会の創出等の推進を図る必要がある。 

サ 担い手について 

人口減少に伴い、官民における就業者を十分に確保できていないことから、医療・福

祉・教育といった公共サービスの質の低下や、金融機関等の生活必需サービスの衰退や

撤退等により、住民生活に影響が出始めている地域があり、更なる人口流出に繋がるこ

とが懸念されるため、就業者の確保、就業機会の創出が課題である。 

こういった状況を受け、一部地域では、外国人材を活用するよう、例えば外国人技能実

習生の活用を進める動きが見られるが、外国人材の生活環境の整備や地域住民とのコミ

ュニティの形成等における課題への対応が必要となっているケースがある。 

山村における深刻な人口減少の中で、住みやすい山村を維持・継続するためには、産業

の振興、集落の維持、文化財や伝統文化の継承、住民サービスの提供等、これらの担い手

を確保する必要がある。域内で働ける人材の活用や、他地域からの移住等による獲得の

ため、企業等におけるソフト・ハードにおける良好な雇用環境創出や、研修等による人材

育成の充実等が課題である。 
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シ 自然環境の保全及び再生について 

本県振興山村における豊かな自然は、各地域における多面的機能の発揮に資するほか、

美しい景観は、山村での日々の暮らしに潤いを与えるとともに他地域からの移住や交流

を促す山村の価値や魅力の一つとして重要である。しかしながら近年、自然の回復能力

を上回る崩壊などがあることから、こういった事態の未然防止や、自然環境の回復を図

る取組が重要である。 

 

２．山村振興対策の実施状況と評価 

 本県の振興山村においては、第一期山村振興対策から令和６年度までの第七期にわたっ

て各期約 40～200 億円の規模で交通・通信、産業基盤、生活環境整備、国土保全等の振興

対策が実施されてきた。 

また、平成 27 年度から新たに開始された山村活性化支援交付金の活用により、地域資

源を活用した商品開発等による所得や雇用の増大を図るといったソフト面での対策も所

得や雇用の増大の面で、成果を上げつつある。 

 

農山漁村振興交付金（山村活性化対策）の活用実績（R7 着手まで） 

市町村名 事業実施主体名 事業内容 実施期間 

天栄村 天栄村ブランド化推

進協議会 

マカの試験栽培、商品開発、ブラン

ドデザイン開発、販路拡大 

R1～R3 

南会津町 南会津町森林活用促

進協議会 

クロモジ生育適地調査と商品開発、

販路開拓 

R1～R3 

南会津町 南会津広葉樹流通協

議会 

高付加価値な広葉樹生産、流通のた

めの商品開発等 

R4～R6 

南会津町 南会津町高野活性化

推進協議会 

地域資源（山椒、マタタビ、朴ノ

木、トウキ）の調査、活用を通じた

住民参加型の組織づくりと人材育

成、商品開発や自然体験による地域

資源の付加価値向上と販路開拓 

R7～R9 

西会津町 西会津町 米を中心とした商品開発、生産・販

売体制能構築、プロモーション等 

R3～R5 

西郷村 西郷村 生乳、地域野菜を活用した商品開

発、販売促進 

H28～H30 

矢祭町 やまつりまち・ひ

と・みらいづくり協

議会 

あゆ、ゆずの加工品開発、販路拡大 H29～R1 

鮫川村 鮫川村農産物加工・

直売所「手・まめ・

館」 

大豆等の農産物の凍結加工商品の開

発 

R4～R6 
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３．東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被害に加え、東京電力福島第一原子

力発電所事故が発生し、農林漁業者を含む多くの住民が避難を余儀なくされた。未だ

に帰還の見通しが立てられず、将来への強い不安の中、復興に向けた第一歩に踏み出

せない状況に置かれている方も少なくない。 

大震災により多くの農林水産関連施設が被害を受け、更に原子力発電所事故により

大量の放射性物質が大気中や海に放出されたことに伴い、農地、森林、漁場や農林水

産業関連の施設等が汚染され、避難指示や放射性物資の汚染状況により復旧作業が遅

れている。そのため、これらの地域では農地や森林の荒廃が進んでいる。 

振興山村においても、長期間にわたる避難や放射性物質による農林地等の汚染、農

林水産物の風評被害の発生等が原因となり、帰還や経営再開を断念する農林漁業者等

の増加が憂慮される。 
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Ⅲ 振興の基本方針及び振興施策 

 

① 振興山村の振興の意義及び方向に関する事項 

 本県の山村地域は、広域にわたり豊かな自然環境を有し、農林水産物の供給、県土の保

全、水源の涵養、生物多様性の確保、良好な景観の形成や地域に根ざした伝統文化の継承

など多面的な機能を有する地域である。その振興を図り、山村における持続可能な地域社

会の維持及び形成を進めることは、県内に留まらず、近隣県はもとより国民が将来にわた

ってそれらの恵沢を享受することができるようにする上で、重要な課題である。 

 このため、まずは、農用地や森林の保全、集落環境の維持に資するよう、農林漁業者に

よる農林水産業の生産活動や地域住民による集落の維持のための共同活動の継続の促進を

図ることとする。 

また、本県の山村地域は、担い手の減少による生産活動の停滞、高齢化の進展や若年層

の流出など、その環境は一層厳しさを増してきていることを踏まえ、山村地域が有する機

能、直面している課題等を考慮し、山村地域を県民が互いに支え合うという視点に立って、

山村の有する多面的機能等に対する県民の理解と関心が高まるように務めつつ、各山村の

地理的条件を生かし、地域の魅力と活力を最大限に発揮させるよう、住民主体の地域づく

り活動を支援するとともに、経済活動のみならず、生活環境の整備や地域間交流の促進等

により、振興山村の振興・活性化を総合的に推進していく。 

今後の山村振興においては、格差是正という視点に加え、山村の自立的かつ持続的な発

展は、山村以外の国民の暮らしにとっても重要な課題であるという認識に立ち、豊かな自

然環境とうるおいのある生活空間を有する山村社会の維持・発展、都市住民等の山村への

移住並びに山村における定住及び特定居住の促進を目指し、自然環境の保全に配慮しなが

ら、産業基盤や社会・生活環境の整備を推進するとともに、山村の特色ある地域資源を活

用した内発型の産業振興による山村の所得と雇用の確保、教育、医療や介護サービスの確

保・充実等による住民福祉の向上等を図ることが重要である。 

 これらを達成するため、次の 4 つの基本目標を掲げ、以下の基本的事項を実施する。 

基本目標 

○ 快適で安全な農山漁村づくり 

○ 地域資源を活用した産業づくり 

○ 継続的な地域コミュニティ形成に向けた人材の発掘・育成と住民参加の仕組みづくり 

○ 農山漁村への理解促進と移住・定住・二地域居住や農村関係人口など多様な関わり方

の推進 

 

➁ 交通施策に関する基本的事項 

本県の山村における国・県・市町村道は、産業の振興、地域間交流の促進などに欠かせ

ないほか、生活の基盤として重要な役割を果たしている。このため、幹線道路である国・

県道から日常生活を支える市町村道まで、地域の実情を勘案しながら体系的な道路網の整

備を進める。また、地域住民の日常生活に不可欠な交通サービス・移動手段を確保するた

め、乗合タクシー、日本版ライドシェアや自動運転技術等の導入により、交通空白の解消

を促し、地域旅客運送サービスの持続的な提供を進めるとともに、地域住民の生活に直結
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する物流の維持・確保のため、物流の効率化を促進する。 

なお、道路網の整備に当たっては、今後の集落の動向等を踏まえて計画的に整備を行う

とともに、山村から救急医療機関等にアクセスしやすい「命のみち」の整備が成されるよ

うに配慮する。 

 主な施策 

・産業の振興や地域間交流を促進する道路の整備 

・落石対策や歩道の整備など生活道路としての交通安全を確保する道路整備 

・地域の関係者の連携・協働による持続可能な公共交通サービスの構築の促進 

・鉄道、バスの維持やライドシェアの導入等生活交通の確保への支援 

・物流の効率化や、物流の維持・確保に向けた取組の促進 

 

③ 情報通信施策に関する基本的事項 

面積が広大で山間部の多い本県では、安心して暮らせる地域社会の形成に向けて、産業、

交通、流通、保健・医療・福祉、教育、防災・安全、住宅など様々な分野で先端的な情報

通信技術の活用の実現を促すとともに、デジタル社会の形成を促進するために必要なひと

づくりや先端的な情報通信技術が活用可能な環境の整備に資するよう、携帯電話基地局や

光ファイバー等の情報通信基盤の整備等により、情報流通の円滑化、高度情報通信ネット

ワークを利用できる通信体系の充実化を進める。 

主な施策 

・振興山村の自立的かつ持続的発展に資する先端的な情報通信技術の導入促進 

・デジタル社会を担うひとづくり 

・光ファイバーケーブル等の情報通信基盤の整備 

 

④ 産業基盤施策に関する基本的事項 

山村の基幹産業である農林水産業は、その生産活動によって農地や森林の国土保全機能

等の機能が発揮されることから、農林水産業の振興を図るため、基盤整備を進める。農業

については、山村の条件不利性の補正に向け、農地や農業水利施設の整備を推進するとと

もに、山村の実情に応じた小規模な基盤整備や農地へのアクセスの向上のための農道等の

整備等、きめ細かな基盤整備を推進する。 

森林の整備及び保全、木材の生産及び流通の効率化を図るには、林道等の生産基盤が不

可欠であるため、ゾーニングに応じた適切な路網整備を促進する。 

主な施策 

・ほ場整備、水利施設整備、防災施設整備、農道整備等の農業生産基盤整備、遊休

農地の発生防止・活用対策 

・これまで整備されてきた水利施設等の適切な保全管理・計画的な更新整備 

・集落等を単位にした農用地を維持管理するための協定締結の促進 

・計画的な森林整備を推進するための林道等の路網整備の促進 

 

⑤ 産業振興施策に関する基本的事項 

農林水産業における従事者の高齢化や農林水産物の価格の低迷等から、農林水産業の収
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益性が低下しており、農林業の生産性向上・経営効率化施策に加えて、継続した農林水産

物の安全と信頼の確保、戦略的なブランディングなど、「もうかる」「誇れる」農林水産業

の展開を図るため、生産から加工・流通・販売に至るまでの支援を総合的に展開する。併

せて、地域の基幹産業である農林業の生産性・収益性の向上、新規就農の促進等を含めた

多様な担い手の確保・育成を促すとともに、６次産業化を推進する。 

また、地域の特性を生かし、その土地の農林水産物とともに文化・歴史や森林、景観等

の地域資源を活用し、山村ならではの特産物や体験プログラム等の付加価値の高い商品や

サービスの開発等を促進する。 

農林水産業の振興においては、鳥獣被害防止対策が不可欠な状況であり、ICT 機器の活

用による負担軽減や、被害状況と捕獲実績等を踏まえた効果的な捕獲方法の普及を図るな

ど、鳥獣被害防止特措法に基づく市町村が作成する防止計画の遂行を支援する。 

風力発電や木質バイオマスエネルギーを中心とした再生可能エネルギーの利用の促進

を図ることとし、その推進に当たっては、山村の多面的機能が損なわれることがないよう、

自然環境に配慮するものとする。 

森林の整備及び保全の推進に当たっては、間伐や主伐後の再造林の適切かつ計画的な実

施とともに、森林病害虫の駆除や里山林の保全活動等も促進し、ふくしま森林（もり）づ

くり県民税及び森林環境譲与税の効果的な活用を進める。また、県産材の都市部での利用

拡大を図ることで、振興山村で生産される木材の安定的な需要確保に努め、山村における

林業の発展に寄与することとする。 

主な施策 

・高収益作物の導入、加工品の開発や商品化、産直等による経営多角化の推進 

・農林水産物の加工・販売による高付加価値化及び安定供給体制整備の推進 

・作業の効率化、労働負荷の軽減等に必要となる機械・施設の整備の推進 

・農林水産業における多様な担い手の確保・育成や定着に向けた就労環境改善 

・酪農ヘルパーやコントラクターなど経営支援組織の育成・活用 

・農地利用集積や農作業受委託などによる効果的な生産の推進 

・地域の農業所得確保に向けた計画の策定・実践の促進 

・森林施業の集約化の推進 

・県産材利用の促進 

・地域の特性を生かした特産物の開発、販路拡大 

・地場の農林水産物を活用した加工業及び販売業の導入促進 

・木質バイオマスをはじめとする再生可能エネルギーの地域内外での利用の推進 

・地域の特性を生かした観光業の振興促進 

・農林水産物の高付加価値化等の利活用と併せた森林・農用地の保全推進 

・鳥獣の生息環境の整備や計画的な個体数管理などの対策 

・捕獲従事者や技術指導者の育成 

・侵入防止柵等の設置等による人身被害及び農林業被害の防止・軽減 

 

⑥ 防災に係る施策に関する基本的事項 

振興山村は、斜面の崩壊や侵食による土砂災害や山地災害が発生しやすい一方、国土や
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自然環境を保全するとともに、水源をかん養し、国民に必要な資源を供給するなど国民が

安全で快適な生活を営むうえで重要な役割を担っている。このことから山村地域住民の生

命、財産を守り、安全・安心な暮らしを確保するとともに、その有する多面にわたる機能

の発揮を図るため、間伐及び主伐後の再造林や、その実施に必要な強靱で災害に強く代替

路にもなる林道の開設・改良を推進するとともに、土砂の流出抑制、流木災害リスクの軽

減に配慮した国土保全施設等のハード対策と地域ぐるみの保全活動や防災マップづくり等

のソフト対策を総合的に推進する。 

また、水害、風害等の各種災害を防除・軽減するため、事前に備えるべき各種インフラ

施設の整備を推進する。あわせて、災害発生時の住民の孤立を回避し、地域経済への影響

を防ぐため、被災者の救難、救助、施設及び設備の応急復旧、緊急輸送の確保等の災害応

急対策の実行性が確保されるよう配慮する。 

主な施策 

・県土の保全や水源のかん養を図るため、治山施設の整備、保安林機能の強化、森

林の適正な整備保全等の推進 

・土砂災害、洪水、津波などによる被害を防止するため、治水、砂防、海岸保全等

の推進 

・ダムによる洪水調節機能の強化と安定的な水資源の確保 

・防災・減災のための交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設の整備 

・避難施設、備蓄倉庫、人工衛星を利用した通信設備等の整備 

・防災マップづくり、避難、復旧、復興に係る関係機関等の連携体制の構築・強化 

 

⑦ 医療の確保に係る施策に関する基本的事項 

山村地域の医療（へき地医療）の提供体制については、定期的な巡回診療、保健師の配

置、遠隔医療の実施及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制（救急医療 

用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行

う体制を含む）の整備等を促進する。 

 なお、上記に加え、無医地区においては診療所の設置、無医地区以外の地区で医療の

提供に支障が生じている場合には、必要な医師、歯科医師及び看護師の確保等により、当

該地区における医療の充実が図られるよう特に適切な配慮を行う。 

主な施策 

・山村地域の医療（へき地医療）対策の一環として、へき地医療拠点病院の医師確

保や巡回診療、医師派遣等を含めた医療機能の確保を支援 

・患者輸送体制の充実を図る患者輸送車などの整備やドクターヘリ導入の促進 

・県内地域医療に係る連携体制の構築を推進 

・道路整備における医療機関へのアクセスに係る配慮 

 

⑧ 社会福祉施策（子育て環境の確保に関する施策を含む。）に関する基本的事項 

高齢化が全国平均を上回るペースで進行する中、高齢者をはじめ介護を必要とする住民

が、慣れ親しんだ山村においてできるだけ安全・安心に社会参加活動を行いながら自立し

て暮らしつつ、適切な介護サービスが受けられるよう、介護予防対策や地域リハビリテー
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ション体制の整備に加え、介護給付等対象サービスに従事する者の確保及び介護施設の整

備等の施策を推進するとともに、それらのサービス受けるために必要な住民負担の軽減を

図る。 

人口流出抑制や移住促進対策の一環として、児童福祉の増進及び子育て環境の確保を図

る観点から、児童福祉施設の整備等を推進する。 

障害者の福祉の向上に向け、障害福祉サービス、相談支援、障害児童通所支援等の確保 

及び充実を図るため、従事する者の確保、事業所の整備及び提供される障害福祉サービス 

等の内容の充実等を図る。 

主な施策 

・介護予防対策や地域リハビリテーション体制整備の推進 

・人材育成や施設整備等の介護サービスの供給体制の整備 

・生涯学習や生涯スポーツなどの振興や健康づくり対策の推進 

・保育所、認定こども園及び小規模保育事業所、障害福祉サービスを提供する施設

に係る整備等の促進 

・こどもの居場所として中・高校生世代に対応した児童館の機能強化の促進 

・地域における健康づくり活動の促進と母子保健サービスの充実 

・安心してこどもを生み育てられる保育サービスの充実化 

・障害福祉に係る相談支援や障害児童通所支援を行う人材確保の促進 

 

⑨ 文教施策に関する基本的事項 

 本県の山村は、建造物、遺跡、民俗文化財等の固有の歴史的･文化的遺産を有しているが、

観光資源としての活用が十分に行われていない状況にある。また、都市部に比べて児童の

減少が進み、小規模校の増加、小・中・高等学校の統廃合等が課題となっている。 

この状況を踏まえ、地域社会における伝統文化の保存及び活用を図るため、これらの文

化の保存や活用に資する担い手の確保・育成を図る。また、山村におけるより一層の教育

環境の充実を図るため、公立小中学校の ICT 技術を活用した教育環境の整備をさらに推進

するとともに、山村における就学に係る負担を軽減する観点から、遠距離児童生徒や中学

校や高校への通学のための交通手段の確保を図る。 

また、山村内外に居住する子供に対する山村の豊かな自然環境を活かした山村留学等の

山村の特性を活かした教育や保育の機会や体験活動の場の提供について、農泊施設の運営

等の関連施策と併せて実施することで更なる充実化を図る。 

主な施策 

・建造物、遺跡、民俗文化財や祭り等の歴史的、文化的遺産の保存･継承・活用の推

進及び促進 

・教育環境の整備、生涯学習の推進 

・小中学校の校舎、公民館や体育･スポーツ施設等整備 

・スクールバス等購入や遠距離通学費の支援 

・学校や民間団体等による体験活動の提供に係る取組に対する支援 

・地域の声を学校運営や教育活動に反映させるコミュニティ・スクール（高校）の

導入 
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⑩ 社会・生活環境施策（集落整備施策を含む。）に関する基本的事項 

山村における住民の生活環境を改善することにより、住民生活の安定を図るため、日常

の快適な暮らしの基盤となる上下水道等の生活インフラの整備とともに、非常時にも生活

の安定等が可能となる社会的な態勢や、住環境の整備が求められている。 

このため、空家等の活用を含めた住宅や定住促進団地等の快適な居住環境の確保、下水

道・浄化槽等の汚水処理施設や廃棄物の処理施設の計画的、効率的な整備、生活関連道路

等の生活基盤の整備を推進する。 

また、個々の集落が、集落機能の維持向上を図ることが山村の多面的機能の発揮に寄与

することを踏まえ、買物等へのアクセスの確保や高齢者の見守りなどの地域の共同活動を

含む取組への支援や地域運営組織（RMO）の形成への支援により地域コミュニティの維持・

形成を促進するとともに、集落道、集落防災安全施設、集会所等の整備や生活環境整備を

一層促進することを基本とする。併せて、各種対策を講じても集落を維持することが困難

な場合等においては、住民の合意のもとに集落再編整備や集落間の連携等を促進する。 

さらに、集落維持につながる生活環境保全等の一環として、鳥獣被害防止特措法に基づ

き地域ぐるみの被害防止活動を促進する。 

 主な施策 

・水道施設、汚水処理施設、廃棄物処理施設の整備促進 

・集落と医療施設等の主要な公益的施設とを連絡する道路の整備推進 

・集落間を繋ぐ道の維持管理の促進 

・農村 RMO の形成の促進 

・買物困難者支援のためマイクロスーパーの設置や買物支援バスの運営を促進 

 

⑪ 移住・交流施策に関する基本的事項 

少子高齢化による人口の自然減や人口の流出に歯止めがかからない中、U ターンや I タ

ーンをはじめとした他地域からの移住とともに、二地域居住や地域間交流を併せて推進し

ていくことが地域を維持するための担い手の確保の面で不可欠である。 

このため、山村への移住、定住はもとより、二地域居住や地域間交流の取組を併せて促

進することにより地域の担い手を増やしていくため、移住等の促進に資する生活環境の整

備、移住又は二地域居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進とともに、都市等と山村

の交流促進を図る。 

移住等の促進に資する生活環境の整備については、買物等へのアクセスの確保や高齢者

の見守りなどの地域の共同活動を含む取組への支援や地域運営組織（RMO）形成への支援

により地域コミュニティの維持・形成を促進するとともに、集落道、集落防災安全施設、

集会所等の整備や生活環境整備を一層促進することを基本とする。 

移住又は二地域居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進については、移住または二

地域居住を希望する者に向け、県内振興山村の特性、魅力や移住や二地域居住の受入れ態

勢等について効果的に情報提供を行うとともに、大学を卒業する学生に対し I ターンや U

ターンを促す取組を進める。 

都市等と山村の交流促進・県内の振興山村との交流や二地域居住を促進するため、都市
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部等の住民に対し、実際に振興や所得向上に取り組んでいる状況、豊かな自然や景観、振

興山村の農林水産業の魅力や独自の文化等について発信を行うとともに、農泊や農林漁業

体験、こども向けの農山漁村体験や山村留学の機会を提供する取組を促進する。こういっ

た取組において、公衆の保健又は教育のためにも、森林空間を活用した体験サービスの提

供等、森林の有する環境保全や癒しといった価値を活かした取組（森業）を支援する。 

主な施策 

・大学卒業後に地方移住する学生への支援 

・二地域居住の促進のために必要なインフラ整備の実施 

・農村 RMO の形成促進 

・グリーンツーリズム、エコツーリズムの推進及び人材の育成 

・自然、伝統文化、歴史等の山村の特色を生かした交流施設の整備 

・伝統的郷土芸能や山村文化の継承、豊かな山村景観の保全 

・保健･休養、体験学習、レクリエーションなど、森林の総合的利用の推進 

・県内振興山村に関する一元的な情報発信 

 

⑫ 担い手施策（労働条件の改善に関する施策を含む。）に関する基本的事項 

産業の種別を問わず就業者の減少や高齢化が進む中、地域の産業、文化の維持・発展や

安心して生活できる地域社会の自立的かつ持続的な発展を図るためには、意欲と能力のあ

る力強い担い手を確保・育成することが極めて重要である。 

このため、地域の中核的な担い手や経営体の育成及び地域内外からの就業を積極的に促

す就業機会の確保・創出や定着に向けた労働条件の改善を図ることとし、各産業における

知識や技術の習得機会の充実、産業を支える優れた担い手や経営体の育成を進める。また、

男女ともに就業しやすい労働環境づくりや、豊富な経験や技術を生かして高齢者が活躍す

る場の確保を進めるなど、多様なマンパワーの活用を促進する。 

 主な施策 

・農林漁業就労に関する相談員の配置やハローワークとの連携 

・特定地域づくり事業協同組合制度の活用促進 

・認定農業者や農業生産法人等地域農業の担い手の育成と新規就農の促進 

・地域の森林経営を推進する林業経営体の確保・育成と新規参入の促進 

・就労条件等の改善や研修等による林業従事者の確保・育成 

・高齢者の活動の場の確保 

・スタートアップ企業への支援 

 

⑬ 自然環境の保全及び再生に係る施策に関する基本的な事項 

本県の山村の多くは山岳地帯に位置し、豊かな自然環境に恵まれており、国土保全や水

源涵養といった公益的な機能を有しており、その自然環境は、山村での暮らしの豊かさや

魅力の源でもあることから、山村の振興に当たっては、自然環境の保全や自然景観の保全

に留意するとともに、自然環境の再生に務めるものとする。 

主な施策 

・自然公園等での自然環境の保全や、消失した自然生態系の再生 
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・地域の個性や特性を生かした景観形成の促進 

 

⑭ その他施策 

本県の山村における活力の維持、増進のため、地域の住民が夢を持ち、いきいきとした

生産や地域活動の展開がなされるよう、住民・ＮＰＯと行政等の協働による地域づくりが

取り組まれるよう支援を行う。 

主な施策 

・地域住民活動を推進する人材の育成推進 

 

Ⅳ 他の地域振興等に関する計画との関連 

 

本県においては、県政運営の基本方針である福島県総合計画（令和３年１０月）、福島創

生総合戦略・福島県人口ビジョン（令和６年１２月更新）及び第２期福島県復興計画（令

和３年３月）を作成し、「やさしさ、すこやかさ、おいしさあふれるふくしまを共に創り、

つなぐ」を基本目標として、福島県農林水産業振興計画（令和３年１２月）等の各種施策

の推進に取り組んでいる。 

また、地域防災計画、国土強靱化地域計画、水循環基本計画の推進を図っている。 

なお、本県の振興山村の多くは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和 3 年法律第 19 号）に基づく過疎地域にも指定されており、福島県過疎地域持続的発展

方針（令和７年１１月策定）及び同計画が策定されている。 

このため、本県における振興山村の振興施策の展開にあたっては、これらの計画等との

整合を図りながら推進するものとする。 


